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   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｂ０８Ｂ   3/02     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1333   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/306    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５６９Ｃ
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   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６４３Ａ
   Ｂ０８Ｂ   3/02    　　　Ｄ
   Ｇ０２Ｆ   1/13    １０１　
   Ｇ０２Ｆ   1/1333  ５００　
   Ｈ０１Ｌ  21/306   　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成25年4月12日(2013.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　また、現像処理用ブロック４の現像用熱処理部４１には、後述するように、基板載置部
ＰＡＳＳ７が設けられている。さらに、インターフェースブロック５のエッジ露光部ＥＥ
Ｗの下方に基板載置部ＰＡＳＳ８が設けられている。基板載置部ＰＡＳＳ１～ＰＡＳＳ８
には、固定設置された複数本の支持ピンが設けられている。また、基板載置部ＰＡＳＳ１
～ＰＡＳＳ８には、基板Ｗの有無を検出する光学式のセンサ（図示せず）が設けられてい
る。それにより、基板載置部ＰＡＳＳ１～ＰＡＳＳ８において基板Ｗが載置されているか
否かの判定を行うことが可能となる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　次に、図３を用いて、基板処理装置１００の構成について説明する。図３に示すように
、反射防止膜用処理ブロック２の反射防止膜用塗布処理部２００には、３個の塗布ユニッ
トＢＡＲＣが上下に積層配置されている。レジスト膜用処理ブロック３のレジスト膜用塗
布処理部３００には、３個の塗布ユニットＲＥＳが上下に積層配置されている。現像処理
用ブロック４の現像処理部４００には、５個の現像処理装置ＤＥＶが上下に積層配置され
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ている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　基板載置部ＰＡＳＳ５に載置された基板Ｗは、現像処理用ブロック４の第３のセンター
ロボットＣＲ３のハンドＣＲＨ３により受け取られる。第３のセンターロボットＣＲ３は
、基板Ｗを基板載置部ＰＡＳＳ７に載置する。基板載置部ＰＡＳＳ７に載置された基板Ｗ
は、インターフェースブロック５の第４のセンターロボットＣＲ４のハンドＣＲＨ４によ
り受け取られる。第４のセンターロボットＣＲ４は、基板Ｗをエッジ露光部ＥＥＷに搬入
する。エッジ露光部ＥＥＷにおいて基板Ｗの周縁部の露光処理（エッジ露光処理）が施さ
れた後、第４のセンターロボットＣＲ４は、エッジ露光部ＥＥＷからエッジ露光処理後の
基板Ｗを取り出し、エッジ露光部ＥＥＷの下方に設けられた基板載置部ＰＡＳＳ８に載置
する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　なお、現像処理装置ＤＥＶ（図３）の故障等により、現像処理用ブロック４が一時的に
基板Ｗの受け入れをできないときは、戻りバッファＲＢＦに露光処理後の基板Ｗを一時的
に収納保管することができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　基板載置部ＰＡＳＳ７に載置された基板Ｗは、現像処理用ブロック４の第３のセンター
ロボットＣＲ３のハンドＣＲＨ３により受け取られる。第３のセンターロボットＣＲ３は
、基板Ｗを現像処理部４００に搬入する。現像処理部４００においては、露光された基板
Ｗに対して現像処理装置ＤＥＶ（図３）により現像処理が施される。その後、第３のセン
ターロボットＣＲ３は、現像処理部４００から基板Ｗを取り出し、現像用熱処理部４０に
搬入する。現像用熱処理部４０において所定の熱処理が施された後、第３のセンターロボ
ットＣＲ３は、現像用熱処理部４０から熱処理後の基板Ｗを取り出し、レジスト膜用処理
ブロック３に設けられた基板載置部ＰＡＳＳ６に載置する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　本実施の形態において、リンス液は純水であり、不活性ガスは窒素（Ｎ２）ガスである
。なお、リンス液として、例えば純水、炭酸水、水素水、電解イオン水、ＨＦＥ（ハイド
ロフルオロエーテル）または有機系の液体等を用いてもよいし、不活性ガスとして、例え
ば窒素（Ｎ２）ガス、アルゴンガスまたはヘリウムガス等を用いてもよい。
【手続補正７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１２】
　時点ｔ３で基板Ｗの回転速度が例えば２００ｒｐｍに下降し、時点ｔ４で基板Ｗの回転
速度が例えば５０ｒｐｍに下降する。続いて、時点ｔ５で、基板Ｗの回転が停止される。
また、時点ｔ６で、現像液ノズル４２１からの現像液の吐出が停止される。なお、時点ｔ
２～ｔ６の期間において、現像液ノズル４２１は、現像液を吐出しながら基板Ｗの中心部
の上方と周縁部の上方との間を移動する。現像液の吐出流量は、例えば４００ｍＬ／ｍｉ
ｎで維持される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６２】
　具体例としては、処理対象となる基板Ｗの直径が３００ｍｍである場合、液位置Ｐ１が
中心部ＷＣから周縁部に向かって基板Ｗ半径の約半分の距離（７０ｍｍ程度）を移動する
までの間は、基板Ｗの回転速度を２０００ｒｐｍ以上に維持する。一方、液位置Ｐ１が中
心部ＷＣから基板Ｗ半径の約半分の距離（７０ｍｍ程度）を超えて周縁部まで移動する間
は、基板Ｗの回転を１５００ｒｐｍ以下まで減速する。これにより、リンス液と不活性ガ
スとを確実に干渉させるとともに安定して境界Ｂを形成することができる。
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